
他自治体条例の実体規定 

 

 千葉県 北海道 岩手県 さいたま市 熊本県 八王子市 

実体

規定 

   （障害者等への総合的な支援等） 

第 22条 市は、障害者が地域の中で安心して自立した生活を営

むことができるようにするため、日常生活等を営む上での課題

及び障害の特性を理解し、当該障害者の自立の助長及びその家

族の負担の軽減のための総合的な支援を行わなければならな

い。 

2 障害者自立支援法第 29 条第 1 項に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者、市の委託を受けて同法第 77 条第 1 項に規定す

る地域生活支援事業又は同条第 3 項に規定する事業を行う事

業者及び社会福祉法第 4 条に規定する社会福祉を目的とする

事業を経営する者は、サービスの提供に当たっては、福祉サー

ビスの質の向上並びに障害者及びその家族が地域の中で安心

して自立した生活を営む上で必要な福祉サービスの実施に努

めなければならない。 

3 市及び相談支援事業者は、相談及び支援の実施に当たって

は、専門技術及び職業倫理の向上並びに障害者及びその家族が

地域の中で安心して自立した生活を営む上で必要な福祉サー

ビスの把握及び充実に努めるとともに、別に定める指針に従

い、事業者及び関係機関と緊密な連携を保ち、支援体制の総合

的な調整を行わなければならない。 

（意思疎通等が困難な障害者に対する施策等） 

第 25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利

用することが困難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しや

すい環境の整備その他の必要な施策を講じなければならない。 

2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行う

ときは、意思疎通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特

性を理解し、その特性に応じた配慮を行うものとする。 

3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを

提供するに当たり、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報

の提供を受けることが困難な障害者に対し、それぞれの障害の

特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよう努めなければ

ならない。 

4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が

取れるようにするための調査を行い、それぞれの障害の特性を

理解し、災害発生時その他の緊急時にその特性に応じた支援を

行わなければならない。 

 （情報伝達） 

第 10条 市は、障害者が自ら選択するコミュニケーション手段

（字幕、手話通訳、要約筆記、音声解説等）を利用できるよう、

コミュニケーション手段の普及啓発及び利用拡大の支援に努

めるものとする。 

 


